
 

（仮称）ＪＦＡナショナルフットボールセンター設置に係る基本協定書 

 
千葉県（以下「県」という。）と公益財団法人日本サッカー協会（以下「協会」

という。）は、（仮称）ＪＦＡナショナルフットボールセンター（以下「本施設」

という。）の県立幕張海浜公園への設置に向けて相互に協力することとし、次の

とおり基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 
 
（目的） 

第１条 本協定は、協会が都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下、「法」

という。）及び千葉県立都市公園条例並びに関係法令等の定めるところに従い、

県立幕張海浜公園内において、本施設を法第２条第２項の規定による公園 

施設として設置することに向けて必要な基本的事項を定める。 
 

（相互協力） 

第２条 県と協会は、本施設の設置に向けて、地域の振興や活性化、サッカー

振興など双方の発展に資するよう相互に協力するものとする。 
 

（施設の設置内容） 

第３条 本施設は、法第 2 条第 2 項に基づく公園施設として、協会が県から  

法第５条第１項の規定による設置許可を受け設置するものであり、本協定 

締結後、県との協議及び許可を経て確定する内容を実施するものとする。 
 

（施設の設置範囲） 

第４条 本施設の設置範囲は、別添図の範囲内とする。 

 
（施設整備に係る費用の負担） 

第５条 本施設の整備に係る費用については、協会が負担する。 
 
（地域貢献） 

第６条 協会は施設設置にあたり、県、千葉市及び地元関係団体の意向を   

踏まえ、地域への貢献に努力するものとする。 
２ 県は協会に対し、地元調整において必要な支援を行うものとする。 
 
（周辺環境の整備） 

第７条 県は協会が設置する本施設の整備に合わせ、必要に応じて、周辺環境

の整備を推進していくものとする。 

 

 
（協定の期間） 

第８条 本協定は、協定締結後から本施設が供用開始又は設置不可となった 

時点までの期間とする。  
 
（その他） 

第９条 本協定に定めの無い事項又は協定変更の必要若しくは疑義が生じた 

ときは、別途、県と協会で協議して定めるものとする。 
 
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、県と協会それぞれ記名押印

の上、各自１通を保有するものとする。 
 
 
平成 ２７年 ９月 １１日 
 
 

千葉市中央区市場町１番１号 
千 葉 県 
千葉県知事 

 
 
 
                                    
 
 
 

東京都文京区本郷３丁目１０番１５号 
公益財団法人 日本サッカー協会 
会   長 

 
 
 
                                    
 

森田 健作 

大仁 邦彌 
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